
北海道医師会顧問税理士 留目 正

消費税関係の届出

問い：過日、税務署から『消費税の課税事業
者チェック表』なるものと、『消費税課税事業
者届出書』と『消費税簡易課税制度選択届出
書』が送られてきました。
小生のところは、診療所ですので消費税と

は関係は無いと思っていましたが、同封され
たチェック表は返答しなければなりません
か。

お答え：医療機関（病医院）については、消費税
が非課税である社会保険診療等の医療が多いこと
から、収入の多い割には免税事業者が多いようで
した。
しかし、本年４月１日施行の消費税法により、

免税点や簡易課税の適用上限が引き下げられたこ
とに伴い、病医院においても、新たに課税事業者
に該当する方々が増加するものと考えられます。
個人の病医院は平成１７年分からになりますが、

税務署では、先生のところが課税事業者に該当す
るかどうかわかりませんので、簡単なチェック表
を送り、自由診療収入等を計算していただき、課
税事業者か免税事業者かを判定していただくため
のものと思われます。チェック表は簡単な記載内
容ですからご記入の上、回答して下さい。回答が
ないと忘れているかも知れないと再度送られてく
るかも知れません。チェック表作成の結果、届出
書の提出が必要であれば期限内に届出書を提出し
なければなりません。
１．課税事業者の届出

納税義務が免除される前々年（基準期間といい
ます。）における消費税の対象となる収入（課税

売上高といいます。）の上限が３，０００万円から
１，０００万円に引き下げられました。
個人で病医院を経営されている方が、平成１５年

分の課税売上高が１，０００万円を超えると、平成１７
年は課税事業者となり、消費税の申告書を提出し
なければなりません（この申告を必要とする方々
を『課税事業者』といいます。）この場合は、速
やかに『消費税課税事業者届出書』の提出が必要
となります。
２．簡易課税選択の届出

平成１５年分の消費税の対象となる課税売上高が
５，０００万円以下の場合は、『消費税簡易課税制度選
択届出書』を提出することにより、平成１７年分消
費税の申告において、消費税の簡便計算（『簡易
課税制度』といいます。）を選択することができ
ます。簡易課税制度の選択を希望される方は、提
出期限までに届出書の提出をお忘れなく。
３．届出書の提出期限

� 消費税課税事業者届出書
この届出書は、提出すべき事由が生じた場合

には、速やかに提出することになっています。
� 消費税簡易課税制度選択届出書

この届出書の効力は、提出した日の属する課
税期間の翌課税期間から生じます。したがって
簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間

の初日の前日までに提出しなければならないこ
とになっています。
なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業

を廃とした場合を除き、２年間継続した後でな
ければ簡易課税制度の選択を取りやめることは
できませんので、依頼税理士さんとよく打ち合
せの上提出するかどうか判断して下さい。

４．消費税の仕組み

消費税の基本的な仕組みは、受取った消費税か
ら支払った消費税を差引いた残額を申告納付する
ものです。図にすると下のようになります。

売上高等に
課税された
消費税

－
仕入れや経費等
の支払に課税さ
れた消費税

＝
納付す
る消費
税額

なお、法人の場合は平成１６年４月１日以降から
改正消費税法が施行されます。
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